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鹿児島県青少年保護育成条例施行規則（昭和37年鹿児島県規則第10号）新旧対照表 
（昭和37年規則第10号） 

改正案 現行 備考 

鹿児島県青少年保護育成条例施行規則 鹿児島県青少年保護育成条例施行規則  

   

昭和37年２月28日 昭和37年２月28日  

   

規則第10号 規則第10号  

   

（有害玩具刃物等  の形状，構造又は機能） （有害がん具刃物等の形状，構造又は機能） 文言の整理 

第６条 条例第12条第５項第１号に規定する規則で定

める形状，構造又は機能は，次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

第６条 条例第12条第５項第１号に規定する規則で定

める形状，構造又は機能は，次の各号のいずれかに該

当するものとする。 

（施行日） 

公布の日 

(1) 性器の形状をなし，又は性器に著しく類似する

形状を有するもの 

(1) 性器の形状をなし，又は性器に著しく類似する

形状を有するもの 

 

(2) 性器を包み込み，又は性器に挿入する構造を有

するもの 

(2) 性器を包み込み，又は性器に挿入する構造を有

するもの 
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（昭和37年規則第10号） 

改正案 現行 備考 

   

（自動販売機等管理者の要件） （自動販売機等管理者の要件）  

第７条 次に掲げる要件のいずれにも該当する者でな

ければ，条例第13条第１項に規定する図書等自動販売

機等管理者又は玩具刃物等自動販売機管理者  （以下

「自動販売機等管理者」と総称する。）となることが

できない。 

第７条 次に掲げる要件のいずれにも該当する者でな

ければ，条例第13条第１項に規定する図書等自動販売

機等管理者又はがん具刃物等自動販売機管理者（以下

「自動販売機等管理者」と総称する。）となることが

できない。 

文言の整理 

（施行日） 

公布の日 

(1) 未成年者でないこと。 (1) 未成年者でないこと。  

(2) 条例第13条第２項及び第15条第１項の規定によ

る義務を直ちに履行することができる区域内に住

所を有すること。 

(2) 条例第13条第２項及び第15条第１項の規定によ

る義務を直ちに履行することができる区域内に住

所を有すること。 

 

(3) 前号に掲げる義務の履行に関し，図書等自動販

売貸付業者又は玩具刃物等自動販売業者  （以下

「自動販売貸付業者」と総称する。）から一切の権

限を委任されていること。 

(3) 前号に掲げる義務の履行に関し，図書等自動販

売貸付業者又はがん具刃物等自動販売業者（以下

「自動販売貸付業者」と総称する。）から一切の権

限を委任されていること。 
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（昭和37年規則第10号） 

改正案 現行 備考 

(4) 第２号に掲げる義務を履行することを承諾して

いること。 

(4) 第２号に掲げる義務を履行することを承諾して

いること。 

 

   

（公表の方法） （公表の方法）  

第10条 条例第26条の２第８項の規定による公表は，次

に掲げる事項を鹿児島県公報へ登載することその他

知事が適当と認める方法により行うものとする。 

第10条 条例第26条の２第７項の規定による公表は，次

に掲げる事項を鹿児島県公報へ登載することその他

知事が適当と認める方法により行うものとする。 

改正条例に係る条文のず

れを反映 

（施行日） 

(1) 条例第26条の２第７項の規定による勧告を受け

た者の住所及び氏名（法人にあつては，主たる事務

所の所在地，名称及び代表者の氏名） 

(1) 条例第26条の２第６項の規定による勧告を受け

た者の住所及び氏名（法人にあつては，主たる事務

所の所在地，名称及び代表者の氏名） 

公布の日 

(2) 公表の理由 (2) 公表の理由  

(3) 勧告の内容 (3) 勧告の内容  

(4) その他知事が必要と認める事項 (4) その他知事が必要と認める事項  

 
































